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1. [bookmark: _Toc224810411]本調達の概要
(1) [bookmark: _Toc224810412]契約件名
令和９年度　三重県立学校パソコン教室機器賃貸借契約

(2) [bookmark: _Toc224810413]本契約の目的
本契約は、三重県立学校において生徒に対するパソコン実習等、コンピュータを用いた授業実施のため、現行機器の賃貸借契約の期間満了に伴う既存パソコン教室環境の機種更新を目的としている。
なお、これまでのパソコン教室では、管理サーバを各校に設置し各端末の管理を行っていたが、Microsoft Intuneを利用し管理を行い、ログインには各生徒および教職員へ配布しているMicrosoft Entra IDを利用する。
Microsoft Intuneでの管理は、教員用一人一台端末や生徒用一人一台端末のポリシーは準備されているが、パソコン教室用のポリシーは準備されていないため、本業務において、設定導入・動作検証等を行う。

(3) [bookmark: _Toc224810414]納入機器数量・納入場所・納入期限
「【別紙】納入機器一覧表」を参照すること。

(4) [bookmark: _Toc224810415]賃貸借期間
・令和９年９月１日から令和１４年８月３１日までの５年間
・朝明高等学校については賃貸借期間が異なるため、「【別紙】納入機器一覧表」を参照すること。
・あけぼの学園高等学校については、令和１２年３月にて閉校となる見込みであり、残りの賃貸借期間は他の県立学校へ機器を移設する予定である。移設先は令和１１年度中に決定する。この移設に係る作業も本業務に含めること。
・賃貸借終了後にすべての機器を無償譲渡すること。

(5) [bookmark: _Toc224810416]検査完了条件
納入期日から契約開始日までの期間を本県職員による動作確認期間とし、本県職員による検査合格通知をもって検査完了とする。
なお、運用開始日の８日前までに本県職員による指示の下、最終立ち会いを実施すること。

1 納入期日
各校の賃貸借開始日の８日前まで
2 動作確認期間
各校の納入日から賃貸借開始日前日までの間
3 運用開始日
各校の賃貸借開始日
2. [bookmark: _Toc224810417]本調達に関する基本的な考え方
(1) [bookmark: _Toc224810418]基本的な考え方
機器納入のために必要となる全てのハードウェア等を賃貸借契約にて提供すること。

(2) [bookmark: _Toc224810419]納入後の機器管理について
　納入後の機器の設定変更については、原則各校の担当者において実施することを想定している、なお本県ではヘルプデスクを委託しており、各校の担当者からヘルプデスクへ支援依頼があった際には遠隔操作での支援を行うことも想定している。
　各校への納品後には、ヘルプデスクでの遠隔での支援が円滑に行えるように、各校の設定状況や環境を説明すること。

(3) [bookmark: _Toc224810420]納入機器について
1 データ保存サーバ
教員が配布するデータや、生徒が作成したデータ等を保管するファイルサーバ機能等を提供するWindows Server IoT 2025 for Storageを採用したデータ保存専用サーバである。
これまで学校によっては、ローカルのADサーバのユーザIDを利用し、各フォルダへのアクセス権の設定を行っている学校があったが、本更新に当たってはEntra IDを利用することとなるため、ユーザIDによる設定ができなくなる見込みである。
アクセス権の設定が必要な場合には、Google Driveの共有ドライブを活用することや、ローカルでのパスワード設定を行い利用することを想定している。

2 生徒用・管理用パソコン
生徒用パソコンは、高校における普通教科「情報」などの学習に用いるコンピュータであり、インターネット、ビジネスソフト、グラフィックソフト等を利用する。
管理用パソコンは、授業実施にあたり、中間モニター等を用いた講義及び生徒用パソコンの管理等に使用するコンピュータである。また生徒用パソコンの管理や画面転送を行う授業支援ツールも利用する。

3 プリンタ
　授業での成果物などを印刷するため、大判プリンタとカラー複合機を設置する。

4 授業支援システム機器
教員が使用する管理用パソコンの画面表示を生徒全員が在席しながら確認するための授業支援システム等と、表示用モニターまたはプロジェクタである。

5 スイッチングハブ
本調達にて納入されるパソコン機器や共用機器を接続するための機器である。


3. [bookmark: _Toc224810421]保守対応
全ての納入機器は本契約期間中の機器保守を行うこと。
納入機器の障害（天災、その他不可抗力等を除く）については、本県の指示により無償で修理又は代替品により対応すること。
なお、保守作業に関し、いかなるケースにおいても本県に対し、別途費用を請求することはできない。

(1) [bookmark: _Toc224810422]ハードウェア保守
契約期間中は納入機器が完全な機能を保つように、以下の要件を満たすようにハードウェア等の保守体制整備、定期点検及び修理対応を行うこと。

1 保守対応
〇修理、その他アフターサービスを行う保守拠点に保守部品（付属品、納入時のソフトウェアを含む）を保有し、障害時にはオンサイトにて迅速な対応を行うこと。オンサイトでの修理保守対応が不可能な部品がある場合については、予備品の保有等により迅速な復旧を実現すること。
〇毎年１回、各校の担当者へ日程調整を行い全機器の動作確認や導入時にインストールしたソフトウェアのバージョンアップ等を行う定期点検を行うこと。その際に学校教職員からの問い合わせがあった際には、操作説明や資料の提示などの対応を行うこと。また各端末へのインストールを想定しているMicrosoft Office 2024は令和11年10月9日にてサポートが終了するため、サポート終了前に本県が提供する、後継ソフトウェアやMicrosoft Office 365等への変更作業を行うこと。

2 障害時対応
保守の連絡体制を整備すること。また保守の連絡窓口は、ソフトウェア、ハードウェア等を含めて１つにすること。
なお、障害連絡および対応の時間帯・速度については、下記の要件を満たすこと。

〇障害受付時間帯
祝日及び１２月２９日から１月３日までの日を除く月曜から金曜日（以下、「業務日」という。）の９：００～１７：００とする。

〇障害対応速度
障害連絡から翌業務日以内に対応すること。

(2) [bookmark: _Toc224810423]納入ソフトウェア等に関する情報提供
納入機器で使用するOSやソフトウェア製品に関するバグ、セキュリティ対応等のパッチリリース後、本校での適用にあたって必要な情報を提供すること。
必要な情報としては、主に以下のようなものが考えられる。
•BIOSの事前バージョンアップ
•デバイスドライバの事前バージョンアップ
•その他、適用後に不具合が発生する恐れがあるパッチファイル　等

4. [bookmark: _Toc224810424]調達機器詳細
(1) [bookmark: _Toc224810425]データ保存サーバ
	ＯＳ
	・Windows Server IoT 2025 for Storage Standard

	ＣＰＵ
	・Intel Atom C3338以上

	メモリ
	・8GB以上

	ＨＤＤ
	・3.5インチ内蔵型SATA×4ドライブ
・RAID5構成で実効容量5TB以上であること

	ネットワーク
	・オンボード1Gb×1ポート以上

	RAIDコントローラー
	・オンボードRAID 0/1/5 SATA対応

	インターフェース
	・USB3.0×1以上

	電源
	・AC100V 50/60Hz

	消費電力
	・100W程度まで

	本体形状
	・ラックマウント(1U)

	バックアップ
	・保存容量に応じた外付けHDDをつけること
・毎日バックアップを行うこと
・ソフトウェアが必要な場合には本調達に含むこと

	ウイルス対策
	・Windows Defenderが正しく機能するように設定すること。

	無停電電源装置
	・停電時に自動的にサーバをシャットダウンし、安全にサーバを停止できる容量を有すること
・ラックマウント(1U)であること
・ソフトウェアが必要な場合には本調達に含むこと



(2) [bookmark: _Toc224810426]生徒用・管理用パソコン
デスクトップタイプ
	形状
	・小型デスクトップタイプ（縦置き、横置き可能であること）
・モニターにマウント可能な小型モデルも可

	CPU
	・Intel Core Ultra 5 235と同等以上

	メモリ
	・16GB以上

	ストレージ
	・内蔵型SSD 256GB以上

	光学ドライブ
	・内蔵型またはドッキングタイプ
・スーパーマルチドライブ

	オーディオ機能
	・マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック×1

	ネットワーク
インターフェース
	・オンボード1Gb対応
・Wake Up On LANに対応していること

	外部インターフェース
	・HDMI/DisplayPort/Type-Cにて2画面以上出力できること
・USB Type-A 2.0×3以上、Type-C×1以上

	セキュリティチップ
	・TPM2.0準拠

	セキュリティロック
	・統一またはマスターキー仕様のシリンダー錠タイプ

	キーボード
	・USB日本語キーボード

	マウス
	・USB光学ホイールマウス（2ボタン）

	サイズ
	・幅100mm×奥行350mm×高さ350mm以下

	重量（本体のみ）
	・10kg以下

	液晶モニター
	・20～22インチ　ワイド　ノングレア
・フルHD（1920×1080）以上
・パソコンとの接続可能なこと
・スピーカー内蔵
・生徒用パソコンは1台、管理用パソコンは2台接続すること

	その他
	・リカバリーメディア
・縦置き用スタンド


[bookmark: _Hlk221780855]
調達ソフトウェア
　各端末に下記のソフトウェアライセンスを契約期間中利用できるよう、必要数を用意すること。あわせて納入機器にインストール・設定を行い、利用可能な環境とすること。

1 クリエイティブツール
Adobe Cleative Cloud
・小中高校向けライセンスプランの教育委員会共有デバイスライセンスを利用すること。
・県にてAdobeの管理コンソールを保有している。ライセンスの用意および利用に必要な設定作業も行うこと。
・各端末にインストールするアプリケーションは契約締結後に各校へ確認すること。

Shade 3D Basic
・各校にて共有が可能なフローティングライセンスを80ライセンス用意すること。
・ライセンスの利用状況を把握するためのシステム(NetUPDATE)を導入し、各端末にはエージェントのインストールを併せて行うこと。

2 授業支援ツール
以下の使用を満たす製品であること。なお同一メーカの複数製品を組み合わせての構成も可とする。
	導入実績
	・教育機関にて利用することを想定したものであり、高等学校において採用実績があるシステムであること

	動作環境
	・サーバレスまたは本調達内の「データ保存サーバ」を活用し利用できること

	授業支援
	・生徒画面巡視
・キーボード・マウスロック
・アプリケーション起動指示
・ファイル配布/回収
・リモート操作

	運用
サポート
	・環境復元（一括適用/解除）
・電源管理（電源ON/OFF/再起動）
・一斉操作
・各種設定



本県所有ソフトウェア
本県ではMicrosoft 365 A3およびデジタルアーツ i-FILTER@Cloudを契約しており、以下のソフトウェアライセンスを使用し納入機器にインストール・設定を行うこと。またライセンスの認証等、使用に際して支障が無いよう動作の確認を行うこと。
また上記の契約において、利用できるライセンスがある場合には、以下のソフトウェア以外のものも利用しても構わない。
	ソフトウェア名

	Microsoft Windows 11 Education

	Microsoft Office2024 ProPlus

	Intune（Microsoft）

	デジタルアーツ社 i-FILTER@Cloud



　　　　パソコン機器に関する補足事項
　　　　　•本体および周辺機器は最新バージョンのWindowsの動作が保証されているものを採用すること。
•マウスは右手及び左手での使用に支障がない形状であること。
•マウスおよびキーボードの接続についてはUSBとする。
•ソフトウェア仕様に記述されている関連OS、アプリケーションが稼動すること。
•上記ソフトウェア以外に各校が用意したインストーラーなどを利用し、各校所有ソフトウェアおよび無償ソフトウェアをインストールすること。
•本県および各校が指示するソフトウェア以外はインストールしないこと。

(3) [bookmark: _Toc224810427]プリンタ
1 大判プリンタ
	形式
	・スタンドタイプ

	プリント方式
	・インクジェット方式

	インク
	・独立式　4色以上

	解像度
	・最大2,400dpi×1,200dpi

	用紙
	・A0対応　ロール紙／手差し

	給紙
	・ロール紙、カット紙（手差し）

	印刷速度
（普通ロール紙　A1）
	・300dpi×600dpi、ドラフト　双方向印刷オン：40秒以下
・600dpi×600dpi　高速 双方向印刷オン：60秒以下

	インターフェース
	・USB
・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

	消費電力
	・最大100W以下

	質量（本体のみ）
	・100kg以下

	その他
	・各色700ml以上のインクカートリッジおよび100m以上のA1厚手普通紙ロールをあわせて納入すること


2 カラー複合機
	形式
	・デスクトップタイプ

	プリント方式
	・インクジェット方式（顔料インク）

	インク
	・独立式　4色以上

	解像度
	・最大4,800dpi×1,200dpi

	用紙
	・A3以上に対応できること

	給紙カセット
	・250枚以上×2以上

	印刷
	・A4：25枚／分以上
・自動両面印刷可能なこと

	インターフェース
	・USB
・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

	コピー機能
	・A3対応
・ズーム機能
・解像度　600dpi以上

	スキャン機能
	・A3対応
・出力フォーマットPDF、JPEGに対応すること
・スキャンデータをデータ保存サーバへ保存できること

	消費電力
	・最大50W以下

	寸法
	・最大寸法　幅600mm×奥行1,000mm×高さ600mm以下
・重量30kg以下

	その他
	・モノクロ50,000枚、カラー25,000枚が印刷できるインクやメンテナンスボックスその他消耗品をあわせて納入すること。なお消耗品の耐用年数が契約期間より短い場合には、学校と相談し分割して納入すること
・定期交換部品保守付きであること



(4) [bookmark: _Toc224810428]授業支援システム機器
1 画像転送システム
	基本構成
	・教員PC・書画カメラ・AV機器等からの映像、音声信号が入力される入力系統と、それらの信号を中間モニターやスピーカーへ送出する出力系統をコントロールするメイン機器、メイン機器から送出された信号を中間モニター・プロジェクタ・大型モニターやスピーカーへ分配する受信機器、その他操作パネルユニットからなるシステム

	ハードウェア
	・教員PCやAV機器の画像・音声を送出するハードウェア方式のシステムであること
・送出可能な映像はフルHD（1920×1080）以上に対応していること
・システムを構成する各機器は、故障発生率の低減、静音性について配慮されていること
・受信機器の出力信号は、HDMI形式で出力可能であること
・メイン機器は標準でHDMIが３系統以上の入力ができること
・受信機器１台から２つの映像出力ができること
・HDCPに対応した映像でも送出することができること
・送出される音声はステレオ音声であること

	機能
	・操作パネルにより、映像・音声を送出できること
・受信機器へ送出する音声送出を一時遮断する機能を有すること
・プロジェクタ出力はHDMI形式の出力信号から音声信号のみ分離してスピーカーへ出力できること



2 中間モニター
	液晶サイズ
	・20～22インチ　ワイド

	液晶タイプ
	・ノングレア

	表示色
	・1677万色以上

	解像度
	・フルHD（1920×1080）以上

	入力端子
	・HDMI x1　※接続ケーブル含むこと



3 書画カメラ
	撮影領域（最大）
	・A4

	フォーカス
	・自動／手動／ズーム連動

	ズーム
	・光学12倍、電子12倍

	有効画素数
	・約800万画素（1920×1080）以上

	出力端子
	・ミニDsub 15P、HDMI、USB　各1以上

	入力端子
	・ミニDsub 15P、HDMI、マイク　各1以上

	インターフェース
	・USB、HDMI　各1以上

	外部メモリ出力・再生
	・SDカード、USBメモリ

	重量
	・7kg以下

	消費電力
	・30W以下



4 プロジェクタ
	形状
	・天井取付対応型

	輝度
	・4500 lm以上

	コントラスト比
	・1,000,000：1以上

	色再現性
	・1,677万色以上

	スクリーン解像度
	・1920×1080（フルHD）以上

	入力インターフェース
	・映像入力：HDMI×2以上

	インターフェース
	・USB-TypeA、RJ45、RS-232C　各1以上

	スピーカー
	・内蔵10W以上

	消費電力
	・350W程度以下

	質量（本体のみ）
	・5.0kg以下

	その他
	・台形歪み補正機能
・ズーム機能、フォーカス機能
・天井や壁面等へ専用金具を利用し取り付けること

	付属品等
	・HDMIケーブル
・ワイヤレスリモコン

	スクリーン
	・高輝度スクリーン
・120インチ程度
・アスペクト比　16:9
・電動巻き上げ
・天井または壁付け
・ワイヤレスリモコン



5 大型モニター
	タイプ
	・カラーTFT液晶（IPSまたはADS方式）

	画面サイズ
	・65インチ以上

	アスペクト比
	・16:9

	解像度
	・3840×2160以上

	輝度
	・350cd/m²以上

	入力
	・HDMI×2以上

	スピーカー
	・5W＋5W 以上

	電源
	・AC100V　50/60Hz

	消費電力
	・300W以下

	質量（本体のみ）
	・50kg以下

	その他
	・リモコン、電源ケーブル、HDMIケーブル
・モニターが取付でき取付後に上下昇降可能な可動式スタンド
・教師用パソコンおよび書画カメラの入力切替を教員席から行うことができること、なお書画カメラなど他の機器を利用した接続での構成も可とする



(5) [bookmark: _Toc224810429]スイッチングハブ
	種類
	・レイヤ2 LANスイッチ (Non Intelligent Switch)

	スイッチング方式
	・ストア＆フォワード

	データ転送速度
	・10Mbps/100Mbps/1Gbps （CSMA/CD方式）

	ポート
	・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tスイッチポート×24以上
・全ポートAUTO MDI/MDI-X

	消費電力
	・20W以下

	電源
	・内蔵型

	質量（本体のみ）
	・5kg以下

	その他
	・ループ検知機能
・RoHS指令準拠



5. [bookmark: _Toc224810430]付帯作業
(1) [bookmark: _Toc224810431]前提条件
1 全ての納入機器や設備等の搬入、組み立て・設置、設定作業、動作確認と既存サーバからのデータ移行及びこれらに関連する業務を付帯作業の範囲とする。また、納入機器の設置に伴って必然的に必要となる物品（アダプタや金具、ケーブル等の接続部品等）については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供すること。
2 既存機器が設置されている場合には、各校が指定する場所へ移動させること。
3 配線工事については、本事業で機器更新対象となるサーバ室、学校内設備等に対し敷設する。職員室やパソコン教室のフロアスイッチ、サーバラック内の配線に必要なネットワークケーブル及び電源ケーブルは受託者の負担で準備すること。
4 既存の設備の流用は可とするが、敷設対象のサーバ室、学校内設備等に対して導入後５年間の安定稼働を保証し、障害発生時には速やかに交換を行うこと。

(2) [bookmark: _Toc224810432]会議への参加
1 設定内容等の検討、納入機器等を設置する各校との全体スケジュールの調整を行うため、本県及び各校担当者との会議に参加すること。
2 作業調整や進捗報告を行うため、本県の担当者との定期的な会議等を開催すること。
3 会議、定例会開催後は速やかに議事録を作成し、本県に提出すること。（開催場所は、本県が提供する。）

(3) [bookmark: _Toc224810433]計画の策定
本調達にて納入される機器の展開設置に向けた全体的な計画と、各校において予定する作業等に関する設置計画等の作成についても、付帯作業の一部とする。
1 各校での作業は、授業など業務に支障がないよう、各校の担当者に連絡し、事前に調整すること。
2 本調達に伴う機器等の納入設置を完了するための全体計画（考え方、スケジュール、体制、手順及び成果物等）を検討し、全体計画書としてとりまとめること。また、本県の承認を得ること。
3 各校での設置に向けた詳細な設置計画（考え方、スケジュール、体制及び手順等）を検討し、設置計画書としてとりまとめること。
4 機器の展開設置にあたっては、本県および各校の担当者による承認後に行うこと。

(4) [bookmark: _Toc224810434]環境設計
　本調達では、各パソコンの設定等をMicrosoft Intuneにて管理を行うため、パソコン教室として利用するために必要なポリシーをIntuneへ追加する必要がある。
　主な作業は以下の項目を想定している。なお設定作業前には事前に本県に承諾を取り行うこと。
　・必要な設定項目の調査
　・設定項目のポリシー適用方法の検討
　・現行ポリシーとの競合確認
　・ポリシーの設定
　・ポリシーの動作検証

(5) [bookmark: _Toc224810435]機器設計
納入機器に設定する項目および各種パラメータ、ソフトウェアのインストール設定等についての設計を行い、事前に本県に提示して承認を得ること。
主な設計項目は以下のとおりとなるが、これ以外にも必要となる設定がある場合についても項目に含めること。

1 データ保存サーバ
· ライセンス等のユーザ登録時の登録内容
· コンピュータ名、ネットワーク設定
· ハードディスクのパーティション分割、RAID設定
· 機器貼付ラベルの内容等
· ウイルス対策ソフトウェアの初期設定（スキャンスケジュール等）
· 停電時における無停電電源装置の動作設定
· インストールソフトウェアの初期設定項目および設定値
· 既存サーバからのデータ移行方式
· データバックアップ等に関する取得手順、設定内容
· 障害時の復旧方法及び手順

2 生徒用・管理用パソコン
· ライセンス等のユーザ登録時の登録内容
· コンピュータ名、ネットワーク設定
· ハードディスクのパーティション分割
· 機器貼付ラベルの内容等
· 削除対象とするプレインストールソフトウェア、不要なポート・サービスの選定
· ウイルス対策ソフトウェアの初期設定
（全スキャン、ウィルス発見時の処理方法等）
· インストールソフトウェアの初期設定項目および設定値
· 生徒による生徒用パソコンの設定変更に関する制限方法

(6) [bookmark: _Toc224810436]環境整備
1 電源コンセント
· 原則、既設のOAタップを使用することとするが、利用可否を判断し、利用不可の場合は新たにOAタップを納入し設置すること。
· 必要に応じ、電源ケーブルはモール等による保護措置を行うこと。
· 既存コンセントの形状（２極平行）が異なる場合、コンセント形状に見合ったアダプタ等を用意すること。なお、アダプタ等の利用については、各校と調整すること。

2 ネットワーク設備
· 原則、既設のLANケーブルを使用することとするが、利用可否を判断し、利用不可の場合は新たに敷設すること。
· LANケーブル（UTP5e又はUTP6）の新規敷設については、床面および壁面にモール等による保護措置を行うこと。
· スイッチングHUBを各校が指定する場所に搬入、設置、配線を行い、LANケーブルには接続先のHUBのポートやパソコン機器等を記入した識別タグ等を両端に取り付けること。

(7) [bookmark: _Toc224810437]機器の設定および設置
1 データ保存サーバ
· 本県が指定するサーバラックへマウントすること。
· 無停電電源装置を設置し、データ保存サーバと接続を行うこと。また、「本項(5)機器設計」で示した内容に基づいて設定を行い、シャットダウン、復電等の動作確認を行うこと。
· インストールされたソフトウェアが正常に起動し、利用できることを確認すること。
· 既存サーバのデータ等をデータ保存サーバに移行すること。
· 学校が希望する場合には、ローカルアカウントの作成およびローカルアカウントに基づくアクセス権設定を行うこと。
· 設定作業において疑問点や問題点が判明した場合、本校に報告し協議すること。
· 設定時点においての最新のアップデートやパッチ等を適用すること。

2 生徒用・管理用パソコン
· 本県が指定する場所に搬入、設置・設定すること。
· セキュリティワイヤーや固定ベルト等により、盗難防止や転倒防止等の策を講じること。
· 接続される周辺機器が正しく動作することを確認すること。
· 「本項(5)機器設計」において承認された内容に基づいて設定を行うこと。
· 本県が支持するソフトウェアをインストールし、正常に起動し利用できること確認すること。
· 学校が希望する場合には、各端末へローカルアカウントの作成を行うこと。
· データ保存サーバにアクセスし、ファイルの読み書きができること等を確認すること。
· Web閲覧等、インターネットが問題無く利用できることを確認すること。
· 設定作業において疑問点や問題点が生じた場合、本県または学校に報告し協議すること。
· 設定時点においての最新のアップデートやパッチ等を適用すること。

3 中間モニター転送システム
· 中間モニターを本校が指定する場所に設置し、転倒防止の策を講じること。
· 中間モニターとディスプレイ分配器、切替器等を管理用パソコンに接続すること。
· 管理用パソコンの表示画面が各中間モニターに正しく表示されることを確認すること。
· 各校の既存機器（プロジェクタ、DVDプレイヤー、オーディオ装置等）との接続を行うこと。

4 完了報告
· 作業チェックリストを作業完了報告書としてまとめ、完了検査用資料として本校に提出すること。

(8) [bookmark: _Toc224810438]ドキュメントの提出
本調達にて作成した各種打ち合わせ資料、設定内容等をとりまとめたドキュメントの作成を本調達の付帯作業の一部とする。設定内容の設計や設置設定にて使用した書類についてとりまとめ、本県による検査実施前に納入すること。
納入書類としては、以下のドキュメントを想定している。なお記載のドキュメント以外に各学校に設置されている機器情報及び設定情報をまとめたものを、各学校へ納入すること。
	No
	資料名
	内容
	提出時期
	承認

	1
	全体計画書
	全体スケジュール、体制、プロジェクト進捗方針等について取りまとめた計画書
	契約締結後
2週間まで
	要

	2
	設置計画書
	拠点単位での設置作業などに向けた詳細スケジュール、作業手順、体制等を記録した計画書
	機器納入
2週間前
	要

	3
	機器設計書
	付帯作業 機器設計の記載事項について、設定項目、各種要件等を機器毎にまとめたもの
	機器納入
2週間前
	要

	4
	LANケーブル敷設作業報告書※敷設作業がある場合
	LANケーブルの敷設作業を行った場合、作業前後の写真および配線を示す図等をまとめたもの
	完了検査
1週間前
	

	5
	設定報告書
	機器（サーバ、パソコン等）のOSやソフトウェアの設定や各種パラメータ、ネットワーク設定等、スイッチングHUBポートの接続状況等をまとめたもの
	完了検査
1週間前
	

	6
	機器管理台帳
	納入物品における以下の内容等が記載された一覧表
・製造番号・MAC アドレス・設置場所
・コンピュータ名・管理品目番号
	完了検査
1週間前
	

	7
	管理者向け運用手順書
	運用手順や障害復旧手順、各種作業事項をまとめた管理者向けマニュアル
	完了検査
1週間前
	

	8
	作業完了報告書
	設置における作業チェックリストをまとめたもの
	完了検査
1週間前
	

	9
	その他
	本校との打ち合わせに関する打合せ簿や資料
	随時
	



6. [bookmark: _Toc224810439]全般的な注意事項
(1) 全ての納入機器は中古品ではないこと。
(2) 複数台納入する機器は、全て同一メーカ、同一型名の製品であること。
(3) ソフトウェアベンダーが定める月額ライセンス使用料等を支払うことで本県が使用可能となるものを除き、本調達で納入されるソフトウェアのライセンスは本県に許諾されること。
(4) 本県が指定するラベルを作成し、すべての納入機器に貼付すること。ラベルの記載内容については、受託後、本県と協議すること。
(5) 機器の納入、設置作業は各校の業務に支障がないよう実施すること。なお、各校における１日の作業時間は最大８時間程度を想定している。
(6) 機器の搬入時は各校が別途指示する搬入口を使用し、設備、器物破損を防止するための養生等の措置を講じること。
(7) 調達物品等に伴う（同梱されていない）マニュアル、技術資料等は本県の指示があったものについては必要部数を提供すること。
(8) 梱包材等、各校が不要と判断する付属品、マニュアル等を廃棄すること。
(9) 納入される全てのハードウェアおよびソフトウェアの製品登録、および保守サポートの契約等について手続きの代行を行うこと。

7. [bookmark: _Toc224810440]その他
(1) 納入機器、および納入機器で使用するソフトウェア製品の設定・障害対応が十分可能なSEを従事者とし、従事者の氏名、および、その他必要な事項を紙面にて本県に事前に提出すること。なお、従事者を変更する場合は、十分な引継ぎを行い業務に支障をきたさないようにすること。
(2) 契約締結後、速やかに全体スケジュールを作成の上、本校の承認を得ること。また、提供するすべての納入物品の仕様について、本県および各校にその仕様を文書および磁気媒体（CDも可）にて提示し、説明を行うこと。
(3) 動作確認期間中における納入物品に関する質疑に対し、随時、速やかに対応すること。
(4) 検査完了までの期間において発生した本県および各校との打ち合わせに関し、議事録を作成し、提出すること。
(5) 納入業者が機器納入及び保守等の理由により各校内に入退出する際は、事前に作業者の氏名、所属等を記載した作業者リストを提出し承認を得ること。また、各作業員は顔写真付の身分証明書を着衣に装着し作業すること。
(6) 本契約について、契約書および仕様書に明示されていない事項でも、その履行上当然必要な事項については、納入業者が責任を持って対応すること。
(7) 本仕様書、および機器仕様書に記載されている全ての作業に対し、いかなるケースにおいても本県に対し、別途費用を請求することはできない。ただし、本県の要求仕様変更が生じた場合については別途協議を行うこととする。
(8) 本県や学校情報ネットワーク関連業者等との調整が必要となった場合、調整用資料等を作成し、必要に応じて打合せ等に出席すること。
(9) 納入業者は、三重県電子情報安全対策基準のセキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティを確保できる体制を整備するとともに、情報漏えい等の情報セキュリティ侵害への対策が十分に講じられた作業環境において、本業務に係る作業を実施すること。なお、三重県電子情報安全対策基準については、受託者のみに提示する。
(10) 納入業者は、何人に対しても、受託期間中、または、受託期間終了後を問わず、業務上知りえた本県の業務の一切を漏らしてはならない。
(11) 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、本県と協議をすること。
(12) 本仕様書に記載されていない事項は、本県の指示に従うこと。
2
